
輸送の安全にかかわる内部監査 

 

① 安全管理体制の適合性に関する監査 

令和 5 年 1 月 18 日に安全管理体制の適合性に関する内部監査を実施いたしました。 

関係法令・規則等に準拠した事業運営がなされていることが確認されました。 

監査人：橋本 和正 

被監査対象者：安全統括管理者 

監査方法：関係書類の確認 

 

② 安全管理体制の有効性に関する監査 

令和 5 年 1 月 18 日に安全管理体制の有効性に関する内部監査を実施いたしました。 

概ね運輸安全マネジメントの趣旨に準拠した事業運営がなされ、安全管理体制の有効性

が機能していることが確認されましたが、社内の情報伝達・コミュニケーションの確保

ついて、工夫が必要であると報告がありました。対面の要望・意見聴取だけでなく、匿

名の目安箱を導入するなどして、縦断的なコミュニケーションの確保に努めます。 

監査人：橋本 和正 

被監査対象者：経営トップ、安全統括管理者 

監査方法：被監査対象者へのヒアリング 


